
排出ガス中の水銀測定法の改正について（報告）

 水銀の測定方法は、排出ガス中の水銀測定法（平成28年９月環境省告示第94号）に
おいて、ガス状と粒子状の水銀を別々に採取する方法を採用。

 今般、当該試料採取方法について検討を行い、中央環境審議会大気・騒音振動部会 第
11回大気排出基準等専門委員会（令和４年３月22日）において、ガス状と粒子状の水
銀を一括で採取、測定する「メインストリームサンプリング」と「サイドストリームサンプリング」が
従来法と同等の精度を有することを確認したため、令和４年９月22日に改正告示を公布。
（令和４年９月環境省告示第75号）

 改正告示は令和５年４月１日に施行予定。
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資料５


